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令和６・７年度福知山市指名競争入札等参加資格審査申請について 

令和５年１０月 

福知山市財務部契約監理課 

 

 令和６・７年度に福知山市（上下水道部、市民病院を含む）が発注する建設工事等の指名競争入

札等参加資格審査申請を下記のとおり受け付けますので、必要書類を受付期間内に提出してくださ

い。市との少額のお取引の場合にもこの審査を受けていただく必要がありますので、希望される場

合は必ず申請書類を提出し審査を受けてください。 

なお、随意契約による場合にも準用しますのでご注意ください。 

 

記 

 

１ 受付期間  令和 5 年 11 月 1 日（水）から令和 5 年 11 月 30 日（木）まで 

        ・持参による提出受付は、土・日曜・祝日を除く午前９時から午後５時まで 

（正午から午後 1 時を除く） 

      ・郵送による提出は、令和 5 年 11 月 30 日の消印まで有効 

※ 郵送による提出で受領書が必要な場合は、受取人住所氏名を記入のうえ、

返信用封筒等（切手貼付）を同封してください。 

 

２ 申請要領及び申請書配布期間及び配布場所 

（１） 配布期間  令和 5 年 10 月 2 日（月）から 

（２） 配布場所  福知山市役所 3 階 財務部契約監理課、１階 会計室、各支所、 

商工会議所、各商工会 

※様式は、下記の福知山市ホームページからでもダウンロードできます。 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/index2.html 

 

 

３ 提出先・問い合わせ先 

 福知山市財務部契約監理課 

（〒620-8501 福知山市字内記１３番地の１ TEL 0773-24-7043（直通）） 

 

４ 提出方法及び資格有効期間 

申請区分 地域区分 提出方法 資格有効期間 

・建設工事→【建設工事】 

市内業者 
持参 

又は郵送 

令和６年度 

（令和 6 年 4 月 1 日 

～令和 7 年 3 月 31 日） 

※１年間のみ 

市外業者 郵送 

令和６・７年度 

（令和 6 年 4 月 1 日 

～令和 8 年 3 月 31 日） 

・測量等コンサルタント業務 →【測量等業務】 

・コンサル以外の役務の提供 →【その他（役務）】 

・物品の購入・買受 →【その他（物品等）】 

市内業者 
持参 

又は郵送 

市外業者 郵送 

※市内業者とは、福知山市内に本店のある業者、又は、本店からの契約等行為の委任を受けた

（建設工事においては、建設業法第 7 条又は第 15 条による）支店・営業所などが市内にあ

る業者です。 
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５ 提出書類 

申請区分ごとに提出する書類が異なりますので、各申請要領をご覧ください。 

   ○建設工事・・・・・・・・・・Ｐ４～５  ○測量等業務・・・・・・・・・Ｐ６ 

○その他（役務）・・・・・・・Ｐ７    ○その他（物品等）・・・・・・Ｐ８ 

 

（各申請区分共通の提出書類） 

 共通の申請提出書類 備    考 

①  福知山市指名競争入札等参加資格審査申請書 

【市様式】「営業年数」欄には、業の許可又は登録を

受けて事業を開始した日（２業種以上のときは最も早

い開始日）から申請書提出日までの期間（１年未満切

捨て）を記載してください。「総従業員数」欄には、

申請書提出日における従業員数（常時雇用者、役員・

事業主含む）を記載してください。「メールアドレス」

は本市との連絡用のものを記載してください。 

②  

委任状 

※支店等に入札・契約等の行為の権限委任を 

する場合のみ 

【市様式】 

③  使用印鑑届 【市様式】 

④  
代表者の身分（身元）証明書（写し可） 

※事業者が個人の場合のみ 

本籍地で証明を受けてください。福知山市であれば市

民課または各支所となります。 

発行後３か月以内のもの。 

⑤  
法人登記事項証明書又は現在事項証明（写し可） 

※事業者が法人の場合のみ 

法務局で証明を受けてください。発行後３か月以内の

もの。 

⑥  

市税納税証明書（写し可） 

市税に滞納が無いことの証明 

※市内業者の場合のみ 

※徴収金に未納がある場合でも、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う市税の徴収猶予制度

が適用となった場合は入札参加業者登録が

可能です。その際は、福知山市税務課で発行

される「徴収猶予許可通知書」の写しにより

申請可能とします。 

福知山市税務課または各支所で証明を受けてくださ

い。証明年月日が令和５年１０月１日以降のもの。 

・申請者が個人の場合は、本人のもの 

・申請者が法人の場合は、当該法人のもの 

⑦  

消費税等納税証明（写し可） 

法人：様式「その３の３」 

法人税・消費税等に滞納が無いことの証明 

   

個人：様式「その３の２」 

  申告所得税・消費税等に滞納が無いことの 

証明 

 

※徴収金に未納がある場合でも、新型コロ

ナウイルス感染症に伴う国税の納税猶予

制度が適用となった場合は入札参加業者

登録が可能です。その際は、管轄の税務署

から発行される「納税の猶予許可通知書」

の写し又は納税証明書その１（消費税及び

地方消費税の税目）により申請可能としま

す（その場合納税証明書その３の２又はそ

の３の３の提出は不要です）。 

税務署で証明を受けてください。 

・納税証明書はオンライン（e-Tax）で請求・受取が 

できます。 

・納税証明書（電子交付用）のＰＤＦ形式を選択した

場合、オンライン（e-Tax）でダウンロードしたデー

タを印刷してください（期間内であれば何枚でも印刷

できます）。 

 

発行後３か月以内のもの。 

電子納税証明書（PDF のみ）可。 

電子納税証明書の場合は、書類提出の前日までにメー

ル送信してください（ﾀｲﾄﾙ「入札参加申請・納税証明

○○○会社」、宛先 keiyaku■city.fukuchiyama.lg.jp

※ただし■は@と読み替える）。あわせて電子納税証 

明書「納税証明データシート（その３）」を提出書類

に添付してください。 

・納税証明書はオンライン（e-Tax）で請求・受取が 

できます。 

・納税証明書（電子交付用）のＰＤＦ形式を選択し 

た場合、オンライン（e-Tax）でダウンロードした

データを印刷してください（期間内であれば何枚で

も印刷できます）。 
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⑧  
親子会社関係等業態調書 

 ※事業者が法人の場合のみ 
【市様式】 

⑨  
営業所一覧 

※本社又は本店のみの場合は不要 
【市様式】（任意様式可） 

⑩ 
営業する事務所の位置図 

 ※新規に市内業者として申請する場合のみ 
付近の見取り図（縮尺 2500 分の 1 程度） 

⑪ 
営業する事務所内・看板の写真 

※新規に市内業者として申請する場合のみ 

カラー写真を台紙に貼付してください。デジタルカメ

ラによる写真をＡ４用紙に印刷していただいてもかま

いません。 

⑫ 
主要取引金融機関名  

 ※新規に申請する場合のみ 

【市様式】本市に振替依頼をする口座を記入してくだ

さい。 

◎ 
その他 

 ※新規に申請する場合のみ 
必要に応じて担当者から指示します。 

 

 

６ 書類の綴じかたについて 

・更新の場合：提出書類の番号順に、クリップ止めしてください。（フォルダー等は必要ありま 

せん。） 

・新規の場合：提出書類の番号順に、「ファイリング用個別フォルダー（市販品。A4 サイズ・紙

製・色指定なし。）」（下図参照）に挟んで提出してください（市外業者の場合、

フォルダー等は必要ありません）。 

（参考商品：コクヨ 個別フォルダークラフト紙 A4  参考品番：A4-IFK） 

フォルダーの厚さは、できるだけ１㎝以内となるようにしてください。 

 

見出し部分には業者名を記入してください 

          

 

 

 

７ 申請事項の公表について 

資格者名簿に登載された者（入札参加資格者）のうち、次の事項については公表されることが

ありますので、あらかじめ御了承ください。 

（１） 商号または名称 

（２） 本社住所及び受任者住所 

（３） 代表者氏名及び受任者氏名 

（４） 登録業種等 

※ 建設工事の市内登録業者は等級を、市外登録業者は経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書記載の総合評定値Ｐを上記に加え公表する場合もあります。 

 

８ 申請書の記載事項の変更届について 

  今回の申請書提出後、当該申請書及びその添付書類の記載事項に変更が生じた場合は、「指名

競争入札等参加資格審査申請書記載事項変更届」により、速やかに届け出てください。変更届の

様式は、市のホームページからダウンロードできます。 
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【建設工事 申請要領】 

福知山市が発注する「建設工事」の指名競争入札等に参加するためには、「福知山市指名競争入

札等参加資格審査申請」を受けていただく必要がありますので、希望される人は、下記により共通

書類とともに必要書類を提出してください。 

※「舗装修繕」・「草刈及び剪定」・「道路・河川維持に係る修繕」等を希望される人は、「その

他（役務）」で申請してください。 

記 

１ 申請要件 

次のいずれかに該当する人は、申請することができません。 

（１）建設業法第３条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない人 

（２）建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営に関する客観的事項の審査（以下「経営事 

項審査」という）を受けていない人 

（３）資格審査申請書の提出期限の属する年の１０月３１日の直前の経営事項審査における審 

査基準日の直前２年又は３年の営業年度に完成工事高のない人 

（４）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人 

（５）資格審査申請書を提出するときに市税、消費税及び地方消費税を滞納している人 

（６）資格審査申請書を提出するときまでに福知山市が発注した建設工事に関する債務を履行し 

ていない人 

（７）資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した人 

（８）法令に基づく社会保険に加入していない人（ただし、加入義務のない事業主は除く。） 

（９）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴

力団員等又は同条４号に規定する暴力団密接関係者 

２ 共通書類以外の提出書類 

 建設工事の申請提出書類 備    考 

⑬ 業者カード（建設工事） 

【市様式】※希望する業種に○をつけてください。

営業所専任技術者のいない業種、２年平均又は３

年平均の完成高がない業種については希望できま

せん。 

 

⑭ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し） 

※ 経営事項審査は、審査基準日が令和４年４月１

日以降にあり、かつ最新の経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書（再申請のものを含む）とし、

２年平均又は３年平均の完成高があるものを審査対

象とします。 

⑮ 建設業許可証明書または通知書（写し） 最新のもの。 

⑯ 

専任技術者証明書（写し） 

※支店等に入札・契約等の行為の権限委任を 

する場合のみ 

建設業許可申請時の書類、新規・変更用（様式第８

号）又は更新用（別紙４）の写し。 

⑰ 技術職員名簿 

経営事項審査申請時の写し可。ただし変更がある場

合は適宜作成してください。支店等に委任する場

合で、全員の名簿を添付する場合は、当該申請の

事業所に所属する技術職員をマーカー等で明確に

してください。資格証明書等（写し）は、提出の

必要はありません。 

⑱ 工事経歴書 直前１年分。経審申請時の写し可。 

⑲ 建設業退職金共済組合加入証明書（写し可） 
加入者のみ（内容に変更がなければ、経審申請時の

写し可）。 
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３ 水道管布設工事の競争入札の指名要件について 

  水道管布設工事の指名については、次の条件をすべて満たす業者を対象としますので、必要

な場合は「配水管技能者届出書」を提出してください。 

（１）福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」の登録業者であること。 

（２）鋳鉄管工事（耐震管（口径 450 ㎜以下のＮＳ形管等の耐震継手の水道管布設工事）、大口径管（口 

径 500 ㎜以上のＮＳ形管等の耐震継手の水道管布設工事））の場合、「配水管工技能講習（公益社

団法人日本水道協会主催）」又は「ＪＤＰＡ継手接合研修会（日本ダクタイル鉄管協会主

催）」を受講した登録技術者を直接的かつ恒常的に雇用している業者であること。 

（３）水道配水用ポリエチレン管工事（融着継手）の場合、「水道配水用ポリエチレン管・継

手施工技術講習会（配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催）」（旧水道用ポリエチ

レンパイプシステム研究会及び配水用ポリエチレン管協会主催の講習会を含む）を受講し

た登録技術者を直接的かつ恒常的に雇用している業者であること。 

 提出書類 添付書類 

◎ 
配水管技能者届出書 

※水道管布設工事を申請する場合のみ 

① 受講証明書の写し 

② 直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するもの 
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【測量等業務 申請要領】 

福知山市が発注する「測量等業務」の指名競争入札等に参加するためには、「福知山市指名競争

入札等参加資格審査申請」を受けていただく必要がありますので、希望される人は、下記により共

通書類とともに必要書類を提出してください。（測量等業務とは、測量、地質調査、土木・建築関

係建設コンサルタント及び補償関係コンサルタント業務をいいます） 

 

記 

１ 申請要件 

   次のいずれかに該当する人は、申請できません。 

（１）営業に関し法律上必要とする資格を有しない人 

（２）営業に関し登録規定に基づく登録を受けていない人 

（３）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人 

（４）資格審査申請書を提出するときに市税、消費税及び地方消費税を滞納している人 

（５）市が発注した測量等業務に関する債務を履行していない人 

（６）資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した人 

（７）法令に基づく社会保険に加入していない人（ただし、加入義務のない事業主は除く。） 

（８）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴

力団員等又は同条４号に規定する暴力団密接関係者 

※「測量業務」「建築関係建設コンサルタント業務」については、法律の規定に基づき登録さ

れているもの、「土木関係建設コンサルタント業務」「補償関係コンサルタント業務」「地

質調査」については、国土交通大臣の登録を受けているものを審査対象とします。 

 

２ 共通書類以外の提出書類 

  測量等業務の申請提出書類 備    考 

⑳ 業者カード（測量等業務） 【市様式】希望業種に○、該当項目の記入をすること 

○21  財務諸表、決算報告書または現況報告書 直前営業年度の貸借対照表、損益計算書 

○22  登録証明書（写し） 
営業に関し法律上必要とする登録を証する書類 

又は国土交通大臣の登録を証する書類 

○23  技術者経歴書（写し可） 中央公契連統一様式「技術者経歴書」に準じた様式 

○24  測量等実績調書（写し可） 二期分。国交省様式若しくは任意の様式 

○25  事務所に係る調査票 
【市様式】本店からの契約等行為の委任を受けた支店・営

業所などが福知山市内にある場合のみ。 
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【その他（役務） 申請要領】 

福知山市が発注する「その他（役務）」の指名競争入札等に参加するためには、「福知山市指名

競争入札等参加資格審査申請」を受けていただく必要がありますので、希望される人は、下記によ

り共通書類とともに必要書類を提出してください。（その他（役務）とは、測量等業務以外の役務

的業務を指し、工作物、建築物等の維持管理に係る役務や修繕もその他（役務）に該当します） 

 

記 

１ 申請要件 

  次のいずれかに該当する人は、申請できません。 

（１）業務（役務）について申請の根拠となる営業許可・届出等の写しを添付できない人（ただ 

し、許可等を要しない業務は除く。） 

（２）会社、商店を設立後、現在も引き続き１年以上当該営業をしていない人 

（３）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人 

（４）資格審査申請書を提出するときに市税、消費税及び地方消費税を滞納している人 

（５）市が発注した業務（役務）に関する債務を履行していない人 

（６）資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した人 

（７）法令に基づく社会保険に加入していない人（ただし、加入義務のない事業主は除く。） 

（８）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴

力団員等又は同条４号に規定する暴力団密接関係者 

 

２ 共通書類以外の提出書類 

 その他（役務）の申請提出書類 備    考 

○26  業者カード（その他（役務）） 

【市様式】希望する業種については、別紙「役務分類区分

表」に記入し、添付してください。取得しているＩＳＯ、

プライバシーマークがありましたら記入してください。 

○27  役務分類区分表 
希望する業種コード欄に赤ペンで○をつけ、業者カードと

共に全ページ提出してください。 

○30  
貸借対照表及び損益計算書 

※事業者が法人の場合のみ 
直前営業年度の貸借対照表、損益計算書 

○31  

申請の根拠となる許可等書類（写し） 

※希望する役務提供に許可・届出等が必要

である場合のみ 

ＩＳＯ、プライバシーマークの認定証（写）を含む。 

（取得している場合のみ） 

 

３ 役務分類区分表  別添のとおり 
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【その他（物品等） 申請要領】 

福知山市が発注する「その他（物品等）」の指名競争入札等に参加するためには、「福知山市指

名競争入札等参加資格審査申請」を受けていただく必要がありますので、希望される人は、下記に

より共通書類とともに必要書類を提出してください。 

 

記 

１ 申請要件 

   次のいずれかに該当する人は、申請できません。 

（１）物品の製造又は販売につき、法令により資格を必要とする場合、その資格を備えていない 

  人 

（２）会社、商店等を設立後、現在も引き続き１年以上当該営業をしていない人 

（３）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人 

（４）資格審査申請書を提出するときに市税、消費税及び地方消費税を滞納している人 

（５）資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した人 

（６）法令に基づく社会保険に加入していない人（ただし、加入義務のない事業主は除く。） 

（７）福知山市暴力団排除条例（平成２４年福知山市条例第１７号）第２条第３号に規定する暴

力団員等又は同条４号に規定する暴力団密接関係者 

 

２ 共通書類以外の提出書類 

 その他（物品等）の申請提出書類 備    考 

○28  業者カード（その他（物品等）） 
【市様式】希望する業種については、別紙「物品分類

区分表」に記入し、添付してください。 

○29  物品分類区分表 
希望する業種コード欄に赤ペンで○をつけ、業者カー

ドと共に全ページ提出してください。 

○30  
貸借対照表及び損益計算書 

※事業者が法人の場合のみ 
直前営業年度の貸借対照表、損益計算書 

○31  

申請の根拠となる許可等書類（写し） 

※希望する業種に許可・届出等が必要である

場合のみ 

 

 

３ 物品分類区分表  別添のとおり 


